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HP
…
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
ア
ド
レ
ス
は
表
紙
）を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

75
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯

調
査
に
ご
協
力
を

　

市
内
に
在
住
の
75
歳
以
上
で
構

成
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
世
帯
の
実

態
を
把
握
し
、
緊
急
時
の
援
助
活

動
に
活
用
す
る
た
め
、
10
月
か
ら

各
地
区
担
当
民
生
委
員
の
家
庭
訪

問
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

心
配
事
や
介
護
の
相
談
な
ど
を
希

望
す
る
人
は
民
生
委
員
に
お
伝
え

く
だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
伺
っ
た
内
容
は
調
査
目
的
以

外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

　

⇩
高
齢
介
護
課（

７
７
５-

４

１
９
０
・

７
７
６-

８
８
７
２
）

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
２
億

円
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
収
益

金
は
、
市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ

い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

▼
発
売
期
間　

９
月
27
日（
月
）〜

10
月
19
日（
火
）　

▼
価
格　

１
枚

３
０
０
円　

▼
抽
選
日　

10
月
26

日（
火
）

　

⇩
㈶
県
市
町
村
振
興
協
会（

８
２
２-

５
０
０
４
・

８
３
３-

１
４
９
２
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
実
施

　

市
税
な
ど
の
滞
納
者
に
対
し
厳

し
く
対
応
す
る
た
め
、
捜
索
を
実

施
し
、
財
産
価
値
の
あ
る
動
産
を

差
し
押
さ
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
公
売
し
て
、
市
税
な
ど
に
充

当
し
ま
す
。

▼
参
加
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で「Y
ahoo!JA

P
A
N

」
サ
イ
ト

に
接
続
し
て
Ｉ
Ｄ（
身
分
証
明
）を

取
得
後
、
入
札
に
参
加　

※
す
で

に「Y
ahoo!JA

P
A
N

」
の
Ｉ
Ｄ

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
そ
の
Ｉ
Ｄ

が
利
用
で
き
ま
す
。　

▼
入
札
期

間（
せ
り
売
り
形
式
）　

11
月
２
日

（
火
）午
後
１
時
〜
４
日（
木
）午
後

11
時　

HP

　

⇩
納
税
課（

７
７
５-

５
１
９

４
・

７
７
５-

９
８
４
６
）

ご
み
焼
却
の
自
粛
に

ご
協
力
を

　

ご
み
焼
却
に
よ
る
煙
や
に・

お・

い・

な
ど
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
ご
み
焼
却
は
快
適
な
生

活
環
境
を
損
な
い
、
周
囲
の
迷
惑

（
洗
濯
物
や
布
団
に
に・

お・

い・

が
付

く
な
ど
）に
な
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
大
気
汚
染
の
原
因
に
も
な
る

の
で
自
粛
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
ご
み
の
減
量

　

ご
み
は
正
し
い
分
別
で
減
ら
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
常
の
生
活

や
事
業
活
動
の
中
で
、
常
に
ご
み

を
減
ら
す
こ
と
を
心
掛
け
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
余
分
な
物
を
買
わ
な

い
よ
う
に
心
掛
け
、
物
を
大
切
に

長
く
使
い
、
資
源
化
で
き
る
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
、
飲
料
缶
、
瓶
・
紙
・

布
類
な
ど
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

●
焼
却
の
自
粛

　

ご
み
の
焼
却
は
、
高
温
で
排
出

ガ
ス
の
適
正
処
理
が
で
き
、
県
条

例
で
定
め
た
構
造
基
準
な
ど
に
適

合
す
る
施
設
で
行
わ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
事
業
所
や
家
庭
な
ど

で
、
小
型
の
簡
易
焼
却
炉
や
ド
ラ

ム
缶
・
素
掘
り
穴
な
ど
を
用
い

て
、
ご
み
を
燃
や
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

　

家
庭
の
一
般
ご
み
は
分
別
し
て

ご
み
集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

⇩
生
活
環
境
課（

７
７
５-

６

９
４
０
・

７
７
５-

９
９
２
７
）

市
介
護
家
族
会
の
ご
利
用
を

　
「
ど
う
介
護
し
た
ら
よ
い
か
分

か
ら
な
い
」「
ほ
か
の
介
護
者
の
話

を
聞
い
て
み
た
い
」「
自
分
の
悩
み

を
聞
い
て
ほ
し
い
」な
ど
、
介
護

の
悩
み
や
不
安
を
抱
え
る
介
護
者

が
集
ま
り
話
し
あ
う
会
で
す
。

▼
と
き　

毎
月
1
回
午
後
１
時
30

分
〜
３
時　

※
今
後
の
予
定
は
10

月
18
日（
月
）、
11
月
17
日（
水
）、

12
月
15
日（
水
）、
平
成
23
年
１
月

13
日（
木
）、
２
月
10
日（
木
）、
３

月
３
日（
木
）で
す
。
▼
と
こ
ろ　

上
尾
公
民
館
５
０
１　

▼
対
象　

市
内
に
在
住
で
、
家
族
を
介
護
し

て
い
る
人
と
介
護
経
験
者　

▼
内

容　

認
知
症
や
精
神
面
で
心
配
の

あ
る
人
な
ど
を
介
護
す
る
家
族
の

体
験
談
や
悩
み
相
談　

▼
参
加
費　

無
料　

▼
申
し
込
み　

当
日
、
直

接
会
場
へ

　

⇩
高
齢
介
護
課（

７
７
５-

４

１
９
０
・

７
７
６-

８
８
７
２
）

６
人
制
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
秋
季
大
会

▼
と
き　

10
月
17
日（
日
）午
前
９

時
〜　

▼
と
こ
ろ　

市
民
体
育

館　

▼
対
象　

市
内
に
在
住
か
在

勤
ま
た
は
在
学
の
人
で
編
成
さ
れ

た
チ
ー
ム　

▼
参
加
費　

３
、０

０
０
円　

▼
申
し
込
み　

は
が
き

に
チ
ー
ム
名
、
代
表
者
の
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
し
て
、

10
月
10
日（
日
）ま
で
に
泉
田
実

（
〒
３
６
２-

０
０
４
７
今
泉
２
２

１-

18
）へ　

※
代
表
者
会
議
を
10

月
12
日（
火
）午
後
７
時
か
ら
市
民

体
育
館
で
開
催
し
ま
す
。

　

⇩
泉
田（

７
８
１-

８
１
５
８
）

チ
ャ
イ
ム
放
送
は

午
後
４
時
30
分
に

　

防
災
行
政
無
線
の
チ
ャ
イ
ム
放

⇨あげおファミリー・サポート・センター　　　
（社会福祉協議会内､ 777－0941･ 772－8647)

あげおファミリー･サポート・センター
入会説明会（10～12月）

▶とき・ところ　下表のとおり　▶内容　あげおファ
ミリー･サポート・センターの会員登録を希望する人
への説明会　▶対象　提供会員（育児の援助を行いた
い人）／市内に在住の20歳以上の健康な人　依頼会員
（育児の援助を受けたい人）／市内に在住か在勤の0歳
～小学校6年生の子どもがいる人　▶定員　40人　※
保育（無料）は15人までです（先着順、希望者は5日前
までに要予約）。　▶参加費　無料　▶入会登録費　
無料　▶持ち物　筆記用具、当日入会を希望の人は印
鑑、本人の写真（縦3×横2.5㎝〈証明書用の写真、ス
ナップ写真可〉）を依頼会員希望の人は１枚、提供会員
希望の人は2枚　▶申し込み　電話であげおファミ
リー・サポート・センターへ

と　　き と　こ　ろ
10月7日（木） 大谷公民館
　　23日（土）

市総合福祉センター11月5日（金）
　　25日（木）
12月13日（月）

※時間はすべて午前10時～正午です。
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送
は
、
10
月
１
日（
金
）か
ら
冬
季

（
10
月
〜
３
月
）の
日
没
を
目
安
に

午
後
４
時
30
分
に
放
送
し
ま
す
。

　

⇩
広
報
課（

７
７
５-

４
９
１

８
・

７
７
６-

８
８
７
３
）

ス
ト
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・

サ
ー
チ
運
動
の
実
践
を

　

交
通
事
故
の
大
半
は
交
差
点
で

発
生
し
て
い
ま
す
。
県
や
県
警
察

本
部
を
は
じ
め
、
県
内
で
は「
ス

ト
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
サ
ー
チ
運

動
」を
推
進
し
て
い
ま
す
。
こ
の

運
動
は
、
①
停
止
線
の
手
前
で
必

ず
停
止
す
る（
ス
ト
ッ
プ
）②
前
方

左
右
と
交
差
点
付
近
を
確
実
に
安

全
確
認
す
る（
サ
ー
チ
）――

の
２

点
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
漫
然
と

し
た
安
全
確
認
に
よ
る
交
通
事
故

を
抑
止
す
る
も
の
で
す
。
し
っ
か

り
止
ま
っ
て
、
確
実
な
安
全
確
認

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

⇩
市
民
安
全
課（

７
７
５-

５

１
３
８
・

７
７
５-

９
９
２
７
）

違
反
建
築
な
く
そ
う
運
動

　

建
築
基
準
法
や
都
市
計
画
法
を

理
解
し
、
違
反
建
築
物
に
対
す
る

必
要
・
効
果
的
な
措
置
を
取
る
こ

と
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、「
違
反
建
築
な
く
そ
う

運
動
」を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
き　

10
月
11
日（
祝
）〜
20
日

（
水
）　

▼
内
容　

一
斉
公
開
建
築

パ
ト
ロ
ー
ル
／
期
間
中
の
う
ち
１

日
だ
け
実
施
、
法
令
説
明
会
／
10

月
12
日（
火
）午
後
2
時
・
北
本
市

文
化
セ
ン
タ
ー
３
階
第
１
・
２

会
議
室（
北
本
市
本
町
１-

２-

１
）　

※
法
令
説
明
会
で
は
、
建
築
・
リ

フ
ォ
ー
ム
相
談
、
無
料
木
造
住
宅

簡
易
耐
震
診
断（
自
宅
の
平
面
図

や
立
面
図
が
必
要
）、
リ
サ
イ
ク

ル
堆
肥
の
無
料
配
布
を
行
う
予
定

で
す
。

　

⇩
建
築
指
導
課（

７
７
５-

８

４
９
０
・

７
７
５-

９
８
７
２
）

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
？

　

65
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保

険
者
）は
、
特
に
次
の
よ
う
な
場

合
、
保
険
料
の
納
付
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

①
65
歳
に
な
っ
た
年
度
の
保
険
料

を
納
付
通
知
書
で
納
め
る
場
合

※
年
金
天
引
き
に
な
る
ま
で
の

間
、
納
付
通
知
書
で
納
め
る
期
間

が
あ
り
ま
す
。
翌
年
度
以
降
も
年

金
天
引
き
に
な
ら
な
い
人
は
納
付

通
知
書
で
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

②
転
入
し
た
年
度
の
保
険
料
を
納

付
通
知
書
で
納
め
る
場
合
／
前
住

所
地
で
年
金
天
引
き
だ
っ
た
人

も
、
転
入
し
た
年
度
の
保
険
料
は

納
付
通
知
書
で
納
め
ま
す
。
年
金

天
引
き
は
翌
年
度
か
ら
に
な
り
ま

す
が
、
翌
年
度
以
降
も
年
金
天
引

き
に
な
ら
な
い
人
は
納
付
通
知
書

で
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

③
転
出
や
死
亡
に
よ
る
資
格
喪
失

月
の
前
月
ま
で
の
月
割
り
保
険
料

を
納
め
る
場
合（
納
め
過
ぎ
の
場

合
は
還
付
）

④
年
金
の
差
し
止
め
で
天
引
き
が

中
止
に
な
り
、
保
険
料
を
納
付
通

知
書
で
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
場

合⑤
年
金
天
引
き
に
な
っ
て
い
る
が

■図書館（本館）／毎週月曜日、23日（祝）
■ことぶき荘／毎週土・日曜日、3・23日（祝）
■コミュニティセンター／22日(月)
■イコス上尾／毎週火曜日（23日を除く）、15日(月)､
24日(水)
■児童館アッピーランド／ 16日(火)
■児童館こどもの城／ 11・25日(木)
■健康プラザわくわくランド／4日(木)～17日(水)､
24日(水)

市の各施設 ◆ 11月の休館日

「ストップ・アンド・サーチ推進宣言書」
を携える高橋満上尾警察署長（左）と市長

NPO法人全国葬送支援協議会認定

　つつじ苑利用　上尾で最も安い家族葬を施行
　平均費用は575,377 円（式場費除く）です。
24 時間寝台・霊安対応 0120－39－9402

広告

㈱あおいセレモニー 伊奈町小室５０７５
０４８－７２０－２９１１

保
険
料
の
段
階
が
上
が
り
、
保
険

料
の
増
額
分
を
納
付
通
知
書
で
納

め
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

●
未
納
が
続
く
と
利
用
料
の
支
払

い
方
法
が
変
更
に
…

　

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者
の

介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度

で
す
。
制
度
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
保
険
料
が
納
め
ら
れ
て
い
な

い
状
態
が
長
期
間
続
く
場
合
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の

利
用
料
の
支
払
い
方
法
が
、
次
の

と
お
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

①
滞
納
状
態
で
１
年
経
過
し
た
場

合
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己
負

担
額
が
１
割
か
ら
10
割
に
な
り
、

後
で
市
に
申
請
し
て
９
割
分
を
受

け
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
滞
納
状
態
で
１
年
６
カ
月
経
過

し
た
場
合
、
利
用
料
の
自
己
負
担

額
が
10
割
に
な
り
、
９
割
分
の
給

付
が
一
時
停
止
さ
れ
ま
す
。
そ
の

中
か
ら
保
険
料
滞
納
部
分
の
納
付

に
充
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
現
在
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
な
い
が
将
来
利
用
す
る
場

合
、
介
護
認
定
を
決
定
す
る
と
き

に
、
以
前
に
時
効
の
た
め
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
滞
納

保
険
料
が
あ
る
と
、
そ
の
期
間
に

応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己

負
担
額
が
、
１
割
か
ら
３
割
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給

広告


